
地 域 再 生 計 画 

  

 １ 地域再生計画の名称 

    扶桑町クリーンアップ計画 

  

 ２ 地域再生計画の作成主体の名称 

    愛知県丹羽郡扶桑町 

  

 ３ 地域再生計画の区域 

    愛知県丹羽郡扶桑町の全域 

  

 ４ 地域再生計画の目標 

扶桑町は、愛知県の西北部にあり、東は犬山市、西は江南市、南は大口町、そし

て北は木曽川を隔て岐阜県各務原市に接しており、名古屋圏へは約２０ｋｍの距離

にある。本町の人口は、平成１９年３月で３３，２９９人であり、近年はほぼ横ば

いで推移している。本町の位置は濃尾平野の一角にあり、ほぼ全域が平坦地となっ

ているが、北東から南西にかけてやや傾斜し、町内の主な河川・用排水路は、北東

から南西に流れている。また、町境と県境の一部ともなっている木曽川は、町の北

端をほぼ東西に流れ、濃尾平野の一部をなしている。行政面積は、１１．１８ｋ㎡

で、その内の３６％が市街化区域で名古屋市の衛星都市としての色合いを濃くして

いる。 

扶桑町は、環境は限りあるもので、しかも世界の人々と共有のものであるという

視点に立ち、現在の環境を良好な状態に保って次代に引き継いでいくために私たち

の社会を環境にやさしいものに変えることをめざし、平成４年（１９９２年）「地

球環境保護宣言」を世界に発信した。これまでに、扶桑町地球環境保護・リサイク

ル推進協議会を中心に、生活環境を守り、より良くするために様々な取組をしてい

る。平成１３年度より木曽川の川辺の美化及び愛護運動を目的とした「河川クリー

ン作戦」を実施したところ、平成１３年度の参加者は３８名であったが、平成１９

年度の参加者は８０名と大幅な増加が見られ、地域と連携した河川の「協働管理」

の取組は拡大しつつある。今後、新たな目標として、更に広報等で地域住民・ボラ

ンティア団体・事業所への地域浸透を図り、河川の環境浄化に努めていくこととし

ている。 

しかし、本町の生活汚水は、大部分の地域において未処理のまま側溝、用排水路、

河川等に排出され、河川等の水質汚濁の原因となっている。このため、汚水処理施

設整備は、地域の重要な施策課題となっており、公共下水道区域と浄化槽区域で相

互の事業進捗を調整しながら整備することにより、効率的な汚水処理施設の普及促

進を図ることが重要である。現在、本町を含む、一宮市・犬山市・江南市・岩倉市・

大口町の４市２町が流域関連公共下水道「五条川右岸流域下水道」の整備を推進し



ている。 

現在の整備状況は、公共下水道は平成１９年４月に約１２０ha を供用開始し、汚

水処理人口普及率は４０．３％に達している。 

また、河川の水質環境の改善・監視も重要であることから、町内の河川（愛知県

一級河川合瀬川及び青木川）の定点水質調査を実施している。目標値はＰＨ６．０

～８．５、ＢＯＤ１０㎎/ℓ以下、溶存酸素２㎎/ℓ以上であるが、水質分析結果では

青木川の一地点でＢＯＤが１９㎎/ℓと目標値以上の数値を示しているものの、ほと

んどの地点で水質改善を達成した。 

今後の目標は、供用開始区域の拡大に向け整備を進め、水洗化率の向上を図るこ

とで、青木川の全調査地点で、ＢＯＤの数値を５年間で１０㎎/ℓ以下にするという

目標値を設定し、さらなる水質改善を目指す。これにより、身近な自然との共生に

よる環境調和型のまちづくりを推進させ、生活の向上と将来の居住人口の確保を図

り、よりよい生活環境を目指す町民と町の協働により地域を活性化させる。 

    【数値目標】 

（目標１）汚水処理人口普及率５３．８％に向上（平成２４年度末） 

（現状４０．３％：平成○○年○○月） 

（目標２）青木川の水質改善 ＢＯＤ １０㎎/ℓ以下に改善（平成２４年度末） 

  

  ５．目標を達成するために行う事業 

  ５－１ 全体の概要 

公共下水道事業ついては、平成４年に五条川右岸区域の基本計画を作成し、平成

１０年に９９．４ha の下水道事業認可を受けて実施してきたが、その後、平成１５

年の事業計画認可変更により、認可区域を２２１．５ha に拡大し、下水道の整備を

行っている。主要地方道一宮犬山線を通過する流域幹線の下流から約１２０ha を平

成１９年４月に供用開始し、事業認可区域内の平成１９年度までの整備面積は６

１％となり、今後も供用開始区域の拡大に向け整備を進めている。 

浄化槽整備事業については、市街化調整区域内（下水道事業認可区域外）の汲み

取り・単独浄化槽からの改造に対し交付金を交付し、市街化区域内の事業認可区域

外は、同様の条件で他の交付金にて対応する。平成２０年度から平成２４年度まで

交付する浄化槽は（５人槽又は７～１０人槽）で計２９基を見込んでいる。 

また、町により町内河川の監視の一環として、定点における水質調査を継続して

行っていく。 

なお、住民によるゴミゼロ運動・側溝清掃・河川クリーン作戦を一層推進すると

ともに、生活排水クリーン推進員による住民への指導、住民への啓発のための広報

紙・広報無線での情報提供を行っている。また、小中学生の地球環境保護ポスター

の募集等を通じて、水環境を守る行動・こころを育てていく。さらに、小学生参加

による「ちびっこ環境探検隊」により現在の環境の状況を知り、次世代に環境を守

ることの大切さを訴えていく。 



   ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

     汚水処理施設整備交付金を適用する事業 

     [事業主体] 

      愛知県丹羽郡扶桑町 

    [施設の種類] 

    公共下水道及び浄化槽（個人設置型） 

  

 

   [事業区域] 

    公共下水道       公共下水道事業認可区域内の扶桑町柏森・高木・高雄・

斎藤地区の各一部 

    浄化槽（個人設置型）  公共下水道事業認可区域外の市街化調整区域 

（１－２交付金の適用区域図参照） 

 

    [事業期間] 

      公共下水道及び浄化槽（個人設置型）共に平成２０年度から平成２４年度まで 

    

[整備量] 

        公共下水道 国庫（交付金） φ１５０～φ８００ Ｌ＝１０，３５０ｍ 

          単独      φ１５０～φ２００ Ｌ＝ ２，０２０ｍ 

    浄化槽       ５人槽 ２４基 

           ７～１０人槽  ５基 

 

[事業費] 

公共下水道 1,422,500 千円    うち国庫（交付金）  480,000 千円 

単独       462,500 千円 

浄化槽     7,508 千円    うち国庫（交付金）    2,502 千円 

単独          0 千円 

合計        1,430,008 千円    うち国庫（交付金）   482,502 千円 

単独           462,500 千円 

 

   ５－３ その他の事業 

  ①主に住民が行うもの 

＊ 地区住民・老人クラブ・各種団体によるゴミゼロ運動 

・地域住民約１万人が参加するゴミゼロ運動は毎年５月に実施。 

・毎年１０月には町内老人クラブが主体となって地元地区のゴミゼロ運動を実

施。 

・その他各種団体がゴミゼロ（清掃）運動を随時実施。 



＊地区住民による側溝清掃 

・毎年春・秋の１～２回、町道等の側溝の泥土を地区住民の手により排出。 

（排出したものは町が委託処理） 

      ＊地区住民・各種団体による河川クリーン作戦 

・国土交通省の提唱する「川と海のクリーン大作戦」に合わせ、毎年１０月に

木曽川等のクリーン作戦を実施。 

・その他各種団体は随時実施。 

＊ 生活排水の浄化 

・扶桑町生活排水クリーン推進員により、家庭への指導のもと、調理くずや食

べ物の残りを流さないよう水切りネットの設置や洗剤の使いすぎをやめる

等の浄化に心がけている。 

  ②町が行うもの 

   ＊住民への啓発等 

・生活排水についての広報誌・広報無線での住民への啓発。 

・小中学生へ地球環境保護ポスターを募集し、表彰・展示。 

・小学生参加の「ちびっこ環境探検隊」を実施し、町内河川と上流部との違い

を体験。 

・小中学生への町職員による出前講座。 

   ＊水質の監視（定点水質調査） 

・年２回、町内河川６カ所の水質検査を実施。また、合わせて重金属類に関し

８カ所の検査を実施。 

  ③関係団体が行うもの 

＊合瀬川の清流を取りもどす会 

       （犬山市・扶桑町・大口町・小牧市・師勝町で構成する団体） 

     ・環境学習としての「合瀬川探検隊」実施。（親子対象） 

        ・定点における水質調査・生物調査の実施。 

   ＊３市２町公害対策連絡協議会 

       （犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町で構成する団体） 

    ・定点における水質調査・生物調査の実施。 

 

  ６．計画期間 

    平成２０年度から平成２４年度まで 

 

  ７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

町は、汚水処理人口普及率の計画値に対する実績値を毎年度末に調査し、関連事

業の活動について、学識経験者・町議会議員・町職員・住民代表・公共的機関の代

表及び各種団体の代表にて構成された「扶桑町地球環境保護・リサイクル推進協議

会」に報告する。その結果を踏まえ、町は、事業内容の検討をする。 



 

 ８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

該当無し 

 

 

 


